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第１ はじめに 1 

１ 登記所備付地図の整備の現状 2 

全国の法務局には、登記所備付地図（不動産登記法第１４条第１項）が備3 

え付けられている。 4 

登記所備付地図とは、各筆界点に世界測地系に基づく座標値が記録され、5 

土地の位置及び区画（筆界＝所有者間の合意などによって変更することがで6 

きない、いわゆる公法上の境界）を現地に正確に再現することができる、極7 

めて精度が高い地図である。 8 

登記所備付地図は、その精度の高さから、公共事業や不動産流通の円滑9 

化、道路・下水道整備等の社会基盤整備、国土強靱化、事前の防災・減災、10 

災害からの復旧・復興等の様々な場面で用いられている。また、最新の所有11 

者を把握できる登記所備付地図の整備は、所有者不明土地問題の解決にも資12 

するものである。 13 

もっとも、法務局に備え付けられている登記所備付地図の割合は約５８％14 

にとどまっており、残る約４２％は地図に準ずる図面（不動産登記法第１４15 

条第４項）となっているのが現状である。地図に準ずる図面（「公図」とも16 

呼ばれる。）は、明治期から昭和以前までに作成された図面が大半を占め、17 

土地の相対的な位置関係や形状等の概略が分かるにすぎず、登記所備付地図18 

に比べると精度が劣っている。 19 

特に、全国の都市部のＤＩＤ（Densely Inhabited District人口集中地区20 

の略語であり、国勢調査において設定される人口密度が１ｈａ当たり４０人21 

以上、人口５，０００人以上の地域で、実質的な都市地域を指す。令和２年22 

時点で、ＤＩＤの人口は総人口の７０％を占める。）においては、単位面積23 

当たりの筆数が多く、土地の所有者が多数に上り、権利関係が複雑であるこ24 

とや、地価が高く不動産取引が活発に行われるために所有者の権利意識が高25 

い状況にあり、筆界の確認に困難を伴うことから、登記所備付地図の整備が26 

大きく遅れている状況にある。 27 

こうした状況を踏まえ、法務省は、平成１５年６月に都市再生本部におい28 

て決定された「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針（以下「平成29 

地籍整備の方針」という。）に基づき、法務局の高い専門性を活用して、全30 

国の都市部のＤＩＤかつ地図混乱地域（後記第２の３参照）を対象に、計画31 

的に登記所備付地図の整備を進めている。この整備事業が、法務局地図作成32 

事業である。 33 
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法務局地図作成事業においては、平成１６年度から令和４年度までの間で1 

地図の整備が困難な地区を対象として約３３６㎢の地図が着実に整備されて2 

きた。 3 

法務局地図作成事業の成果事例として、例えば、次のようなものがある。 4 

 5 

① 広島駅周辺～広島市民球場（マツダスタジアム）周辺のケース 6 

当該地域では道路整備の遅滞により幹線道路の渋滞や土地取引の停滞な 7 

どが発生していたところ、地図作成を行ったことにより、用地買収が加速8 

し、開発工事も進展した。 9 

② 道後温泉のケース 10 

当該地域では道路整備が遅滞し、通行人の交通に支障が出ていたとこ11 

ろ、地図作成を行ったことにより、道路整備が実現し、町並みが変ぼうす12 

るとともに、利便性や安全性が向上した。 13 

③ 石巻市のケース 14 

当該地域では市街地と郊外のアクセス性が悪く、災害時においても避難15 

等に支障を来していたところ、地図作成を行ったことにより、主要幹線道16 

路を整備するために必要な用地取得が円滑に行われ、道路整備が順調に進17 

んでいる。 18 

 19 

２ 課題 20 

法務局地図作成事業は、困難な地域での登記所備付地図の整備に大きな役21 

割を果たすものとして高く評価されており、期待も大きい。 22 

もっとも、法務局地図作成事業に対しては、①真に必要性の高い大都市枢23 

要部の対応が遅れている、②地域にとって真に優先度・緊急度の高い地区が24 

作業対象となっていない、③従前同様の調査手法に終始しているなどの課題25 

が指摘されている。 26 

法務局地図作成事業を進めるに当たっては、あらかじめ適切な準備作業等27 

を行うとともに、ノウハウ等を継承しながら効率的かつ継続的に全国で作業28 

を行っていくため、適切な全国計画を設定する必要があるが、平成２７年度29 

に策定された現行の地図整備計画は令和６年度までのものであり、令和７年30 

度からの次期地図整備計画を検討しなければならない時期が来ている。 31 

令和５年６月に所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議におい32 

て決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」においても33 
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「次期整備計画に向けて、戦略的な基本指針を、関係者の意見を聴きつつ、1 

本年度中に策定する。」とされたところである。 2 

この提言は、これを機に、法務局地図作成事業を巡る各種の課題について3 

多角的・総合的観点から検討を行い、法務局地図作成事業の将来のビジョン4 

を見据えつつ、次期地図整備計画の策定の方向性を示すものである。 5 

 6 

第２ 法務局地図作成事業の目指すもの 7 

 １ 法務局地図作成事業の位置付け 8 

法務省・法務局のホームページでは、同一の事業につき、「登記所備付地9 

図作成作業」「登記所備付地図作成事業」「法務局地図作成事業」などの異10 

なる呼称が用いられており、混乱が見られる。また、地籍調査と法務局地図11 

作成事業との関係についても、分かりにくいという指摘がある。 12 

法務局地図作成事業の目指すものを明らかにするためには、まず、基本的13 

な概念を整理する必要がある。 14 

(1) 最終目標 15 

登記所備付地図は、公共事業や不動産流通の円滑化、道路・下水道整16 

備等の社会基盤整備、国土強靱化、事前の防災・減災、災害からの復旧・17 

復興等に資するものであり、全国くまなく完備されることが望まれる。そ18 

の意味で、最終目標は、登記所備付地図の全国的整備である。 19 

他方で、地籍調査は、国土交通省が所管し、主として市区町村が実施20 

するものであり、「国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資する21 

とともに、あわせて地籍の明確化を図る」ことを目的としている（国土調22 

査法第１条）。地籍調査の成果として作成される精度の高い地図（「地籍23 

図」と呼ばれる。）は、法務局に送付され（国土調査法第２０条）、登記24 

所備付地図となることが予定されており、法務局地図作成事業と共に登記25 

所備付地図の整備に資するものであるといえる。 26 

(2) 目標達成のための給源 27 

登記所備付地図の給源として、地籍調査と法務局地図作成事業とがあ28 

る。 29 

平成地籍整備の方針においては、登記所備付地図の整備が特に都市部30 

で大幅に遅滞していたことから、ＤＩＤかつ地図混乱地域については、31 

国による法務局地図作成事業を行うこととされ、その他の地域における32 
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地籍調査と車の両輪となって、登記所備付地図の全国的整備を進めるこ1 

ととされた。 2 

以上の関係を図式化すると、以下のようになる。この整理によれば、3 

「登記所備付地図作成作業（事業）」という用語は、ＤＩＤかつ地図混4 

乱地域に限らず、全国くまなく法務局地図作成事業の対象とするかのよ5 

うな誤解を招くため、適切でないものと考えられる。 6 

    7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

２ 法務局地図作成事業の当面の目標 17 

登記所備付地図の整備は、公共事業や不動産流通の円滑化、境界紛争の防18 

止効果があるなど「平時における社会経済活動の円滑化」においても高い効19 

果があるが、災害等の「非常時における復旧・復興の迅速化」の場面で特に20 

大きな効果が発揮される。東日本大震災及び熊本地震においても、被災地域21 

の登記所備付地図の整備率が高く、土地の境界や所有者が明確な地域が多か22 

ったことから、迅速な復旧・復興につながったと評価されている。 23 

そのため、地震や竜巻、豪雨などの災害が多発する我が国においては、早24 

期に全国くまなく登記所備付地図を完備することが望まれるが（前記１25 

(1)）、予算やマンパワーに限界がある中では、必要性が特に高いエリアから26 

重点的に事業を進めていくことが現実的である。 27 

そして、平時における社会経済活動の円滑化及び非常時における復旧・復28 

興の迅速化のいずれの観点からも、登記所備付地図を整備する必要性が高い29 

のは、人口が密集しているＤＩＤであり、ＤＩＤでの地図整備を早期に完遂30 

することが必要不可欠であるが、権利関係が複雑であることや所有者の権利31 

意識の高さ等により、その作業は困難を極める。そのため、ＤＩＤでの登記32 

所備付地図の整備を進めるに当たっては、高い専門性を有する法務局地図作33 
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成事業を効果的に活用するとともに登記官の地籍調査への関与を一層推進す1 

るなど、登記官の知見の積極的な活用を図ることが重要である。 2 

このような観点からすると、これまでの法務局地図作成事業は、ＤＩＤの3 

中でも特に難易度の高い地図混乱地域において優先的に登記所備付地図の整4 

備を進める方針であると見ることができ、相応の合理性を有する。今後も、5 

引き続き、この方針を堅持して、まずはＤＩＤかつ地図混乱地域において法6 

務局地図作成事業を実施することとするのが適当である。 7 

 8 

３ 法務局地図作成事業の対象となる地域の調査・把握 9 

地図混乱地域とは、縮尺６００分の１の公図の場合、地図上のずれが１ｃ10 

ｍを超えると現地では６ｍのずれが生じることになり、このような公図を公11 

共事業における現地の特定等に活用することは困難と言われていることを踏12 

まえ、公図と現況のずれが６ｍ以上の地域をいうものとされている。 13 

法務局地図作成事業の対象となるＤＩＤかつ地図混乱地域の全国の面積に14 

つき、平成２０年度に推計が行われ、約６６０㎢であるとされた。 15 

もっとも、これは、国土交通省が実施した都市再生街区基本調査（都市部16 

の地籍調査を推進するための基礎的データを整備するために、平成１６年度17 

から平成１８年度までにかけて実施した基本調査）の成果を踏まえ、街区点18 

の座標値と対応する公図上の点の座標値とのかい離が６ｍを超える公図の図19 

面の枚数が調査対象地域（全国のＤＩＤ）の公図の図面の枚数に占める割合20 

を基に面積に換算する方法により推計値として算出されたものであるが、公21 

図の図面１枚あたりに表示される地区の広さは均一でないため、正確性が必22 

ずしも確保されていない。本検討会においても、法務局地図作成事業を実際23 

に行った経験からみて、６６０㎢は過小であるとの指摘があったところであ24 

る。 25 

法務局地図作成事業を推進するに当たっては、事業の全体像を見据えた上26 

で、その進捗度を測りつつ、適時に適切な措置を講じていくことが適当であ27 

る。また、地図混乱地域の中にも、特に混乱の程度が大きいものが含まれて28 

おり、そうした地域で優先的に事業を実施していくことも検討可能とするこ29 

とが望ましい。 30 

そのためには、事業の対象となるＤＩＤかつ地図混乱地域に該当する場所31 

及び面積を、混乱の程度を含めてより正確に調査し、法務局地図作成事業の32 

対象地域や全体のボリュームを把握しておくことが重要である。 33 
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法務省においては、可能な限り速やかに、各法務局が管轄する地域の「Ｄ1 

ＩＤかつ地図混乱地域」につき、都市再生街区基本調査の成果などの客観的2 

資料を活用しつつ、土地家屋調査士等の専門資格者から助言を得て、より正3 

確に調査・把握することを検討すべきである。 4 

 5 

第３ 次期地図整備計画の基本的な方針 6 

１ 地図整備計画の類型 7 

現行の地図整備計画には、全国の法務局において実施される全国実施型8 

（１０年間で合計２００㎢）、大都市の枢要部等で実施される大都市型（１9 

０年間で合計３０㎢）、東日本大震災や熊本地震の震災被災地域等で実施さ10 

れる震災復興型の３類型が存在する。 11 

全国の都市部に分布しているＤＩＤは、一般に筆界の確認が困難である12 

が、その中でも、人口が特に密集し、土地の価格も所有者の権利意識も格段13 

に高い大都市部においては、筆界の確認は困難を極める。 14 

現行の地図整備計画の「全国実施型」と「大都市型」は、こうした実態を15 

踏まえて適切に法務局地図作成事業を推進するための枠組みとして合理的で16 

あり、次期地図整備計画においても基本的に同じ枠組みを維持し、現行の地17 

図整備計画と少なくとも同程度の規模・スピード感をもって全国的に事業を18 

実施することが相当である。 19 

また、大規模災害時には、被災地域の迅速な復旧・復興の促進のために特20 

に注力する必要があるため、臨時的に対応するための「震災復興型」の枠組21 

みも基本的に維持すべきである。 22 

他方で、これまでの類型に対しては、法務局側からの視点で名称が付され23 

ており、名称から事業の意義や趣旨が分かりにくい等の指摘があることか24 

ら、適切な名称に改めた上で、それぞれの類型の内容を明確化すべきであ25 

る。特に、自然災害リスクが高まっていることを踏まえると、「全国実施26 

型」「大都市型」についても、非常時における復旧・復興の迅速化の観点を27 

より重視して内容を明確化することが必要である。 28 

なお、地籍調査と法務局地図作成事業は、対象地域を棲み分けて地図作成29 

を実施しているところ、地籍調査は「国土調査事業十箇年計画」に基づき実30 

施されており、都道府県においても同計画に連動して１０か年計画を策定し31 

ている。法務局地図作成事業についても、中長期的な視点で事業を実施して32 

いく必要があることから、現行の地図整備計画と同様、次期地図整備計画に33 
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おいても１０か年の計画を策定する方向で検討すべきである。ただし、計画1 

の途中でより実施の必要性が高い地域が判明することも想定されることか2 

ら、地方公共団体の意見・要望を聴取した上、計画変更の必要性が認められ3 

る場合には、計画の途中で柔軟に実施地域を変更することも可能とする枠組4 

みとすべきである。 5 

 6 

(1) 防災・まちづくり型（現行・全国実施型） 7 

全法務局において実施する「全国実施型」は、事業の意義・趣旨が明8 

らかでないため、「防災・まちづくり型」と名称を改めるべきである。 9 

その上で、事前の防災・減災及び災害発生後の早期の復旧・復興の観10 

点から防災・減災関係の開発等を含む公共事業等が予定されている地域11 

や各種ハザードマップ上の特に危険な地区とされている地域、都市計画12 

等が予定されている地域やまちづくりの観点から公共事業の実施計画が13 

ある地域等を中心として実施すべきである。 14 

(2) 大都市特化型（現行・大都市型） 15 

「大都市型」は、防災・まちづくり型と同様の観点を踏まえつつ、特16 

に大都市部において別の類型を設けて法務局地図作成事業を行うもので17 

あるから、「大都市特化型」と名称を改めるべきである。 18 

その上で、法務局（東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・19 

高松）が所在する都道府県の特別区・政令指定都市及び政令指定都市が20 

所在する地方法務局（横浜・さいたま・千葉・静岡・新潟・京都・神21 

戸・岡山・熊本）の政令指定都市において実施すべきである。 22 

また、交通結節点周辺、商業施設・産業施設等の公共事業又は開発等23 

が予定され、都市の更なる発展が見込める地域等を中心として実施すべ24 

きである。 25 

(3) 被災地域復興型（現行・震災復興型） 26 

「震災復興型」は、各種災害の中でも震災による直接の被災地のみを27 

対象とするかのような誤解を招くことから、「被災地域復興型」に名称28 

を改めるべきである。 29 

その上で、新たな大規模災害が発生した場合には、政府内における復30 

旧・復興施策の状況を注視しつつ、速やかに復旧・復興に必要な地域に31 

おける法務局地図作成事業の実施を検討すべきである。 32 
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現在、実施している東日本大震災、熊本地震からの復旧・復興の加速1 

化を目的とする法務局地図作成事業（現在の震災復興型）については、2 

政府内における復旧・復興施策の状況を注視しつつ、実施の継続を検討3 

すべきである。 4 

(4) 新たな枠組みの追求 5 

現行の地図整備計画の運用においては、事業の効率性等を考慮し、基6 

本的に０．３～０．６㎢程度のまとまった面積がある地域に限って、法7 

務局地図作成事業が実施されてきた。 8 

しかし、地図作成が真に必要な地域について、対象面積が比較的小さ9 

いことのみを理由に対象地域から外すことは適当でない。 10 

今後は、法務局地図作成事業の効率性・適正性を踏まえつつ、対象面11 

積が比較的小さい地域であっても、法務局地図作成事業を実施すること12 

を可能とすべきである。 13 

また、特に都市部において地籍調査を進めることには困難を伴うこと14 

から、専門性の高い法務局地図作成事業との更なるコラボレーションを15 

関係省庁が連携して追求していくべきである。 16 

 17 

２ 防災・まちづくり型、大都市特化型における考慮要素 18 

現行の地図整備計画については、地域にとって真に優先度・緊急性の高い19 

地区が作業対象となっていないとの指摘があり、事業実施地区の選定の客観20 

性・透明性が求められる。 21 

そして、法務局地図作成事業が、平時における社会経済活動の円滑化だけ22 

でなく、非常時における復旧・復興の迅速化において特に大きな効果を得ら23 

れることを踏まえると、次期地図整備計画における具体的な事業実施地区に24 

ついては、防災の観点も踏まえ、下記に該当する地区を優先的に選定すべき25 

である。また、下記の複数の項目に該当する地区については、その項目の優26 

先度も踏まえつつ、優先順位を上げる方向で評価すべきである。 27 

なお、地方公共団体において、下記以外にも法務局地図作成事業を実施す28 

べき特別な事情を有する地区がある場合には、後記３の要望書を提出する際29 

に当該事情を具体的に記載することで、選定の考慮要素とすることができる30 

ようにすべきである。 31 

 32 

  【優先度：非常に高い】 33 
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① 南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村、首都直下地震緊急対策 1 

区域指定市町村等の法定の災害指定地域 2 

  南海トラフ地震は、広範な地域にわたって甚大な被害をもたらすおそ3 

れがあるが、概ね１００～１５０年間隔で繰り返し発生しており、前回4 

の発生から７０年以上が経過した現在では、発生の危険が高まってきて5 

いるといわれる。 6 

また、首都圏では、マグニチュード７クラスの首都直下地震が３０年7 

間に７０％の確率で発生するおそれがあるとされる。 8 

これらの災害に備えて防災対策を推進する必要がある地区は、南海ト9 

ラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、首都直下地震10 

対策特別措置法等の規定に基づいて指定がされている。 11 

これらの地区においては、大災害の発生に備え、法務局地図作成事業12 

を実施すべき必要性が特に高いことから、事業実施の優先度を「非常に13 

高い」と位置付けるべきである。 14 

② 防災・減災に資する公共事業又は開発計画が存在する地区 15 

  地震等が発生した際には、家屋の倒壊等の直接的な被害のみにとどま16 

らず、火災や水害などの付随する災害が多く発生する。 17 

  例えば、地震の際には建物の倒壊や家具・電気機器の転倒に伴う可燃18 

物との接触時や、停電からの復旧に伴う通電時に火災が発生することが19 

ある。また、地震により地盤が緩むなどして、その後の降雨によって土20 

砂災害や洪水が発生することがある。 21 

これらの災害を未然に防ぐためには、地盤改良や補強工事など、事前22 

の防災・減災対策を実施しておくことが重要であり、地方公共団体等に23 

おいては、災害対策基本法の規定に基づき策定した地域防災計画等によ24 

り、防災・減災に資する公共事業又は開発計画を策定し、地盤改良工事25 

や河川堤防の整備等を進めている。 26 

このような防災・減災に資する公共事業又は開発計画の対象地区にお27 

いては、法務局地図作成事業を実施すべき必要性が特に高いことから、28 

こうした地区の事業実施の優先度を「非常に高い」と位置付けるべきで29 

ある。 30 

③ 都市開発等の都市の活性化につながる計画が存在する地区（都市再生31 

緊急整備地域、中心市街地活性化基本計画、立地適正化計画（コンパク32 

トシティ）など） 33 



12 

 

近年の急速な情報化、国際化等の社会経済情勢の変化に対応した都市1 

の再生や中心市街地の活性化は、国民経済の健全な発展及び国民生活の2 

向上にとって非常に重要である。 3 

これらの地区は、都市再生特別措置法、中心市街地活性化の推進に関4 

する法律等の規定に基づき、都市の再生の拠点として都市開発事業等を5 

通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが特に求められて6 

いる地区や、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を7 

総合的かつ一体的に推進すべき地区が指定されている。 8 

これらの地区においては、法務局地図作成事業を実施すべき必要性が9 

特に高いことから、事業実施の優先度を「非常に高い」と位置付けるべ10 

きである。 11 

 12 

  【優先度：高い】 13 

④ ハザードマップにおいて災害リスクが高い地区（液状化が予想される14 

地区などを含む） 15 

  東日本大震災を始めとして、近年、大規模災害が多発している中、そ16 

の地域の土地の成り立ちや災害の要因となる地形・地盤の特徴、過去の17 

災害履歴等に基づき、特に災害リスクが高い地区をあらかじめ把握して18 

おくことが重要である。 19 

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用す20 

る目的で被災想定区域等の位置を表示した地図であり、想定される被害21 

の種類により、水防法、津波防災地域づくりに関する法律等の規定に基22 

づき高潮浸水想定区域等が指定され、各地方公共団体においてハザード23 

マップを作成し、災害リスクが高い地区を公表している。 24 

これらの地区においては、法務局地図作成事業を実施すべき必要性が25 

高いことから、ハザードマップに表示された地区を優先度が「高い」と26 

位置付けるべきである。なお、ハザードマップにおいて特に危険とされ27 

る地区については、②に準ずる優先度の非常に高い地域として取り扱う28 

ことも妨げられないものと考えられる。 29 

⑤ インフラ整備に係る公共事業又は開発計画が存在する地区（道路整30 

備、河川整備など） 31 

  道路、河川等のインフラ整備は、産業発展の基盤を整え、社会経済活32 

動を活性化するために重要である。 33 
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  こうしたインフラ整備は、道路法、河川法等の規定に基づきその管理1 

者が定められ、当該管理者等において計画的に公共事業や開発が行われ2 

ており、これらに関する計画が存在する地区については、法務局地図作3 

成事業を実施すべき必要性が高いことから、優先度が「高い」と位置付4 

けるべきである。 5 

⑥ 地方公共団体において狭あい道路の解消が進められている地区 6 

  建築物の敷地は、幅員４ｍ以上の道路に２ｍ以上接することが建築基7 

準法により求められているが、幅員が４ｍ未満の道路は狭あい道路と呼8 

ばれている。 9 

狭あい道路が存在する地区は、災害時に緊急車両の通行が困難になる10 

ことや、建物建築時に必要な道路後退が筆界不明の場合には難しいこと11 

などの課題があり、地方公共団体においては、条例を定めるなどして、12 

その解消が進められている。 13 

このように地方公共団体において狭あい道路の解消が進められている14 

地区については、法務局地図作成事業を実施すべき必要性が高いことか15 

ら、優先度が「高い」と位置付けるべきである。 16 

⑦ 旧耐震基準の改修に係る計画において重点的に耐震化が進められてい17 

る地区 18 

  国民の生命、健康及び財産の保護を目的として、建築基準法において19 

耐震基準が定められている。 20 

１９８１年（昭和５６年）にこの基準が強化されているが、それ以前21 

の旧耐震基準に基づく建物の割合が高い地区は災害時の被害が甚大にな22 

る可能性があることから、建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定23 

に基づき、地方公共団体において、建築物の耐震診断及び改修の目標等24 

を定めた耐震改修促進計画を作成し、重点的に耐震化すべき地区を定め25 

て建築物の耐震化が進められている。 26 

耐震改修促進計画に基づき重点的に耐震化が進められている地区につ27 

いては、法務局地図作成事業を実施すべき必要性が高いことから、優先28 

度が「高い」と位置付けるべきである。 29 

⑧ 木造住宅が密集する地区 30 

  木造建物が密集する地区においては、火災の際に延焼等が発生し、被31 

害が拡大するおそれがある。 32 
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  このような状況を解消するため、例えば、東京都においては区と連携1 

して防災都市づくり推進計画を策定し、木造建物が密集する地区を対象2 

として、緊急輸送道路の機能確保などの改善の取組が進められている。 3 

このような地区については、法務局地図作成事業を実施すべき必要性4 

が高いことから、優先度が「高い」と位置付けるべきである。 5 

⑨ 自治会・町内会等や不動産に関する資格者団体から要望がある地区 6 

  法務局地図作成事業を実施する際には、実施地区における各土地の筆7 

界に関する認識を土地所有者に立ち会ってもらい確認する一筆地立会8 

や、測量に基づき作成した地図の案の縦覧を行うこととなるところ、こ9 

れらの作業を円滑に行うためには、地域住民の協力を得ることが重要で10 

ある。 11 

自治会・町内会等や、不動産に関する資格者団体から要望がある地区12 

は、団体から土地所有者に対し法務局地図作成事業の実施に関する周13 

知・広報が行われるなどの協力が見込まれ、これにより効果的・効率的14 

な地図作成が可能となることから、優先度が「高い」と位置付けるべき15 

である。 16 

⑩ 他の地域で地籍調査を実施している市区町村 17 

  法務局地図作成事業と地籍調査の作業内容には共通事項が多いとこ18 

ろ、他の地域で現に地籍調査を実施している市区町村は、一般に、法務19 

局地図作成事業の趣旨や作業内容について深く理解しているものと考え20 

られる。 21 

そのため、このような市区町村内の地区については、法務局地図作成22 

事業を実施する際に市区町村の適切な協力が見込まれ、また、資料の共23 

有による作業の効率化や隣接地区での実施による効果の増大などの相乗24 

効果が見込まれることから、優先度が「高い」と位置付けるべきである。 25 

 26 

３ 防災・まちづくり型、大都市特化型における地区選定の手順 27 

各法務局における次期地図整備計画の地区選定に当たっては、地方公共団28 

体に対し法務局地図作成事業の実施に関する要望書の提出を求め、要望書の29 

内容を前記２の考慮要素に当てはめて検討することが想定されるが、選定の30 

透明性を確保するよう留意すべきである。 31 

具体的には、各法務局が前記２の考慮要素に当てはめて選定した地区につ32 

いて、地方公共団体と計画について事前に協議する場を設け、管轄区域内に33 
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おいて最も効果的（各種計画に資する、防災・減災に効果的など）と客観的1 

に考えられる地区を選定することができるようにすべきである。 2 

なお、各法務局と地方公共団体とが計画について事前に協議する場とし3 

て、地籍調査連絡会議等を活用することが考えられる。 4 

地方公共団体の要望書については、地方公共団体の作成に当たっての負担5 

も考慮すべきであり、法務省は、考慮要素を記載したチェックリストや要望6 

書の作成例などを公表するなどして地方公共団体の負担を軽減しつつ、真に7 

必要な地域が要望書において客観的かつ具体的に示されるような環境構築に8 

努めるべきである。 9 

なお、同一の都道府県内において、異なる市区町村の地区が候補となり、10 

優先度を判断し難い場合には、市区町村や都道府県の見解を参考聴取した上11 

で、行政の協力・連携の程度・内容（地域住民への協力依頼や説明対応への12 

協力、後記第４の２の効果検証への協力、官民境界の立会確認への協力な13 

ど）や、地域住民の協力が得られる見込みなども踏まえ、法務省・法務局が14 

最終的に総合考慮して判断することになるものと考えられる。 15 

 16 

第４ 法務局地図作成事業の基盤整備 17 

１ 最新技術の活用 18 

(1) 最新測量技術の特長と課題 19 

ア ドローン 20 

ドローンを使用すれば、空中からレーザー又は写真を撮影した測量を21 

行うことが可能であるため、これまでは困難であった測量を行うことが22 

できるようになるものと考えられる。 23 

もっとも、現時点においては、ドローンによる測量で登記所備付地図24 

において許容される精度を確保するのは困難であるとともに、飛行許25 

可、操縦技術、墜落の危険性への対応や地域住民への事前周知等に課題26 

がある。 27 

イ ＭＭＳ 28 

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）は、車両等に３Ｄレーザスキ29 

ャナ・カメラ及び位置姿勢データを搭載し、移動しながら道路や周辺の30 

地形・地物等を計測するシステムであり、人工衛星を活用した３Ｄによ31 

る測量が可能である。 32 
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もっとも、現時点においては、ドローンによる空中写真測量と同様、1 

精度の確保に課題があるほか、ＭＭＳの使用には多額の費用を要するた2 

め、予算面の課題もある。 3 

(2) 最新技術の活用場面 4 

(1)のとおり、現時点では、ドローンやＭＭＳを既存のトータルステー5 

ションやＧＮＳＳ測量機器による測量に置き換えることは困難である。 6 

しかし、だからといってこれらを一切活用しないとするのは妥当でな7 

く、事前調査、調査図素図の作成及び立会い時の資料提示といった場面8 

で活用することにつき、不断に情報収集及び検討（試行の実施を含9 

む。）を行うべきである。 10 

また、ドローンやＭＭＳに限らず、技術は日進月歩であるから、現在11 

の法務局地図作成事業の工程を改めて分析し、特に工数を要している部12 

分について最新技術を活用することにより経費の削減や業務の効率化の13 

余地がないかどうかを不断に検討すべきである。 14 

さらに、地区選定や工程管理におけるＧＩＳソフト（地理情報とその15 

他の情報を紐付けて一元管理するソフト）の有用性や経費削減・業務効16 

率化効果についても情報収集及び検討を行うべきであり、最新技術の活17 

用をモデル的に一部の地区で実施し、その効果を検証することも考えら18 

れる。 19 

 20 

２ 法務局地図作成事業の効果とその検証の在り方 21 

一般に、地籍調査については、土地取引の円滑化、災害からの迅速な復22 

旧・復興、社会資本整備・まちづくりの円滑化、所有者不明土地等対策など23 

の効果があるとされているところ、ＤＩＤの中でも特に難易度の高い地図混24 

乱地域における法務局地図作成事業の効果は、人口が密集した都市部という25 

地域を考慮すれば、地籍調査よりも更に大きいものと考えられる。法務局地26 

図作成事業の経済効果は予算額の約９倍であるとの推計があるが、平時のみ27 

ならず非常時の復旧・復興の効果等も考慮すれば、実際の効果は推計値の数28 

倍あるといっても過言ではない。 29 

法務局地図作成事業については、特定の経済的指標を用いてその効果を検30 

証すべきとの指摘がある。しかし、非常時における復旧・復興の迅速化にど31 

れだけ効果があったかは、大規模災害が起こらない限り検証不可能であり、32 

特定の経済的指標をもって検証を図ることは困難であるものと考えられる。 33 
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そのため、法務局地図作成事業の経済的効果を特定の経済的指標を用いて1 

検証することは一般に困難と考えられるが、国の予算を投じて行う事業であ2 

る以上、法務局において、継続的にその効果を把握する工夫を重ねることは3 

重要である。 4 

例えば、インフラ整備に係る公共事業の存在を前提として行われた法務局5 

地図作成事業については、地方公共団体から可能な範囲で協力を得て、事業6 

実施による公共事業等の経済効果（例えば、不動産価格の上昇など）、不動7 

産売買や家屋の新築・建替えへの影響（例えば、売買件数や新築物件の増加8 

など）、測量費用等の削減効果（例えば、地図を作成していない場合と比較9 

してどれだけ迅速に計画が実施できたか、境界確定に要する費用や測量費用10 

がどの程度削減されたかについての概算など）や地方公共団体における対象11 

土地の管理業務の効率化（例えば、道路台帳などの公共物の管理台帳整備が12 

進むことや、住民からの官民境界の確認申請件数が減少することなど）等の13 

具体的な差異に関する情報を得ることで効果を把握することなどを検討すべ14 

きである。 15 

なお、法務局地図作成事業の実施効果を可視化するに当たっては、実施前16 

後の現地の写真を比較することが極めて重要であることから、実施前後で対17 

象地区の写真を撮影し、保存しておくべきである。 18 

 19 

３ 法務局地図作成事業の周知・広報 20 

法務局地図作成事業の対象地区においては、所有者の負担がなく国の予算21 

で精度が高い地図が作成され、その恩恵を所有者や地域住民が享受できる施22 

策であることから、その重要性・メリット等を一般国民及び地方公共団体に23 

周知・広報し、施策の意義を国民全体に広く浸透させるよう努めるべきであ24 

る。 25 

なお、法務局地図作成事業と地籍調査とは、共に登記所備付地図の整備に26 

資するものであり、また、調査方法や効果も共通する部分が大半であるもの27 

と考えられる。法務局地図作成事業を所管する法務省と地籍調査を所管する28 

国土交通省は、より効果的・効率的な周知・広報を進めていくためにそれぞ29 

れで得た知見を共有し、登記所備付地図の整備の意義・効果等について、協30 

力して施策の周知・広報を実施していくべきである。 31 

以 上 32 


